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１  監 査 を 実 施 し た 監 査 委 員 名   

吉  井  忠  夫    

髙  田  幸  男  

山  田  一  一          

末  永  康  文  

２  監 査 の 種 類  

地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 １ ９ ９ 条 第 ７ 項 の 規  

 定 に よ る 財 政 援 助 団 体 等 監 査 （ 指 定 管 理 者 ）  

３  監 査 の 期 間  

平 成 ２ ６ 年 ４ 月 ２ １ 日 か ら 平 成 ２ ６ 年 ８ 月 ２ ７ 日 ま で  

４  監 査 の 対 象  

 (1) 監 査 の 対 象 と な る 公 の 施 設  

 柏 リ フ レ ッ シ ュ 公 園 リ フ レ ッ シ ュ プ ラ ザ 柏 （ 以 下 「 リ フ レ ッ  

シ ュ プ ラ ザ 柏 」 と い う 。）  

 (2) 監 査 の 対 象 と な る 団 体  

 大 成 有 楽 不 動 産 ・ シ ン コ ー ス ポ ー ツ 共 同 企 業 体  

 (3) 所 管 部 課  

 都 市 部 公 園 管 理 課  

５  監 査 の 方 法 及 び 着 眼 点  

平 成 ２ ５ 年 度 分 で 平 成 ２ ６ 年 ３  

  月 ３ １ 日 ま で の 指 定 管 理 者 が 行 っ  

 て い る 公 の 施 設 の 管 理 に 係 る 出 納  

 そ の 他 こ れ に 関 連 す る 事 務 （ 関 連  

 す る 部 分 に つ い て は 平 成 ２ ５ 年 度  

 以 前 分 を 含 む ） に つ い て ， 対 象 団  

 体 及 び 所 管 部 課 に 資 料 の 提 出 を 求  

 め る と と も に ， 関 係 者 の 説 明 を 受 け て 行 っ た 。  

な お ， 監 査 の 主 な 着 眼 点 を 次 の と お り と し た 。  

 (1) 所 管 部 課  

ア   公 の 施 設 の 管 理 を 行 わ せ る 団 体 の 指 定 は ，法 ，条 例 等 に 根  

  拠 を お い て い る か 。  

  イ   指 定 管 理 者 の 指 定 は ， 適 正 ・ 公 正 に 行 わ れ て い る か 。  

  ウ   管 理 に 関 す る 協 定 等 の 締 結 は ， 適 正 に 行 わ れ て い る か 。  
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  エ   協 定 等 に は ， 必 要 事 項 が 適 正 に 記 載 さ れ て い る か 。  

オ   管 理 に 関 す る 経 費 の 算 定 ，支 出 の 方 法 ，時 期 ，手 続 等 は 適  

 正 に な さ れ て い る か 。  

  カ  事 業 報 告 書 の 点 検 は 適 切 に な さ れ て い る か 。  

キ  指 定 管 理 者 に 対 し て 適 時 か つ 適 切 に 報 告 を 求 め ， 調 査 し ，  

 又 は 指 示 を 行 っ て い る か 。  

ク  指 定 管 理 者 に お い て 施 設 の 利 用 促 進 を 図 る こ と と し て い る  

 場 合 は ，利 用 状 況 に 注 意 を 払 い ，利 用 の 奨 励 に 努 め て い る か 。  

 (2) 指 定 管 理 者  

ア   施 設 は 関 係 法 令（ 条 例 を 含 む ）の 定 め る と こ ろ に よ り 適 切  

 に 管 理 さ れ て い る か 。  

  イ   協 定 等 に 基 づ く 義 務 の 履 行 は 適 切 に 行 わ れ て い る か 。  

  ウ   利 用 料 金 制 を 採 用 し て お り ，か つ 指 定 管 理 者 が 定 め る 場 合 ， 

 利 用 料 金 の 設 定 等 は 適 正 に な さ れ て い る か 。  

  エ   利 用 促 進 の た め の 努 力 は な さ れ て い る か 。  

オ   公 の 施 設 の 管 理 に 係 る 収 支 会 計 経 理 は 適 正 に な さ れ て い  

 る か 。 ま た 他 の 事 業 と の 会 計 区 分 は 明 確 に な っ て い る か 。  

カ   公 の 施 設 の 管 理 に 係 る 出 納 関 係 帳 簿 ，記 帳 は 適 正 に な さ れ  

 て い る か 。 ま た ， 領 収 書 類 の 整 備 ， 保 存 は 適 切 に な さ れ て い  

 る か 。  

キ   公 の 施 設 の 管 理 に 係 る 管 理 規 程 ， 経 理 規 程 等 の 諸 規 程 は ， 

 整 備 さ れ て い る か 。  

６  監 査 の 概 要  

 (1) リ フ レ ッ シ ュ プ ラ ザ 柏 の 概 要  

ア  設 置 経 緯 及 び 設 置 目 的  

  平 成 １ ３ 年 度 か ら 「 環 境 共 生 と 元 気 回 復 の 公 園 」 を 基 本 理  

 念 と し て 進 め ら れ て い る 柏 リ フ レ ッ シ ュ 公 園 整 備 事 業 の 一 環  

 と し て 建 設 さ れ ， 市 民 の 交 流 ・ 学 習 ・ 健 康 増 進 ・ 憩 い の 場 の  

 提 供 を 目 的 と し て い る 。   

イ  管 理 す る 施 設 の 概 要  

 (ｱ) 名 称  リ フ レ ッ シ ュ プ ラ ザ 柏  

 (ｲ) 所 在 地  柏 市 南 増 尾 ５ ８ 番 地 ３  
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 (ｳ) 施 設 の 構 造 及 び 規 模  

   敷 地 面 積   37,385.76 ㎡  

   建 物 構 造  鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造  一 部 鉄 骨 造  

        地 上 ３ 階  地 下 １ 階  

   建 築 面 積  4,036.63 ㎡   

   延 床 面 積  7,895.97 ㎡  

   主 要 施 設  下 表 の と お り  

       （ 面 積 は 小 数 点 第 １ 位 を 四 捨 五 入 。）  

 

階  面 積  主 要 施 設  面 積  

地 下 １ 階  1,142 ㎡ 備 蓄 倉 庫  105 ㎡

地 上 １ 階  3,941 ㎡

温 水 プ ー ル  1,564 ㎡

エ ン ト ラ ン ス ホ ー ル  489 ㎡

多 目 的 ホ ー ル  474 ㎡

２ 階  1,228 ㎡

女 子 更 衣 室  176 ㎡

ト レ ー ニ ン グ 室  167 ㎡

男 子 更 衣 室  154 ㎡

３ 階  1,584 ㎡

屋 上 庭 園  409 ㎡

温 浴 施 設 （ a）  223 ㎡

温 浴 施 設 （ b）  198 ㎡

    

   付 帯 施 設  駐 車 場 68 台  

        駐 輪 場 100 台  

        そ の 他 （ 植 栽 帯 等 ）  

 (ｴ) 開 設 年 月 日  

   平 成 １ ８ 年 ４ 月 ２ ９ 日       
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 (2) 指 定 管 理 者 選 定 の 経 緯  

   平 成 ２ ２ 年  ７ 月 １ ５ 日  公 募 開 始 （ 広 報 か し わ ， 市 ホ ー ム  

               ペ ー ジ ）  

   平 成 ２ ２ 年  ９ 月 ２ ７ 日  指 定 管 理 者 候 補 者 選 定 委 員 会（ 第 １ 回 ） 

   平 成 ２ ２ 年 １ ０ 月 １ ５ 日  指 定 管 理 者 候 補 者 選 定 委 員 会（ 第 ２ 回 ） 

   平 成 ２ ２ 年 １ ２ 月 １ ５ 日  平 成 ２ ２ 年 第 ４ 回 定 例 議 会 に お い  

               て ， リ フ レ ッ シ ュ プ ラ ザ 柏 の 指 定  

               管 理 者 を 「 大 成 サ ー ビ ス ・ シ ン コ  

               ー ス ポ ー ツ 共 同 企 業 体 （ 代 表 者 ：  

               大 成 サ ー ビ ス 株 式 会 社 ）」に 指 定 す  

               る 議 案 を 可 決  

   平 成 ２ ３ 年  ３ 月 ３ ０ 日  「 大 成 サ ー ビ ス ・ シ ン コ ー ス ポ ー  

               ツ 共 同 企 業 体 」 と リ フ レ ッ シ ュ プ  

               ラ ザ 柏 の 管 理 に 関 す る 基 本 協 定 書  

               を 締 結  
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   平 成 ２ ３ 年  ４ 月  １ 日  指 定 期 間 開 始 （ ～ 平 成 ２ ８ 年 ３ 月  

               ３ １ 日 ）  

   平 成 ２ ４ 年  ４ 月  １ 日  大 成 サ ー ビ ス 株 式 会 社 が 有 楽 土 地  

               株 式 会 社 を 吸 収 合 併 し ，商 号 を「 大  

               成 有 楽 不 動 産 株 式 会 社 」 に 変 更   

                       指 定 管 理 者 の 名 称 を「 大 成 有 楽 不  

               動 産 ・ シ ン コ ー ス ポ ー ツ 共 同 企 業  

               体 （ 代 表 者 ： 大 成 有 楽 不 動 産 株 式  

               会 社 ） に 変 更   

 (3) 基 本 協 定 書 及 び 仕 様 書 の 主 な 内 容  

ア  管 理 運 営 の 指 定 期 間 は ， 平 成 ２ ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 平 成 ２ ８  

 年 ３ 月 ３ １ 日 と す る 。  

イ  管 理 運 営 業 務 の 主 な 内 容 は ，① 各 施 設 の 利 用 に 関 す る 業 務 ， 

 ② 利 用 料 金 の 徴 収 等 に 関 す る 業 務 ， ③ 各 種 プ ロ グ ラ ム の 実 施  

 に 関 す る 業 務 ， ④ 施 設 等 の 利 用 促 進 に 関 す る 業 務 ， ⑤ 施 設 等  

 の 維 持 管 理 に 関 す る 業 務 と す る 。  

ウ  指 定 期 間 に お け る 指 定 管 理 料 の 総 額 は ， 金 334,301,000 円  

 （ 消 費 税 相 当 額 及 び 地 方 消 費 税 相 当 額 を 含 む ） 以 内 と す る 。  

エ  利 用 料 金 は 都 市 公 園 条 例 第 ３ １ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 指 定  

 管 理 者 の 収 入 と す る 。  

オ  月 次 事 業 報 告 書 及 び 年 次 事 業 報 告 書 を 市 に 提 出 し ， 市 の 確  

 認 を 受 け る こ と と す る 。  

カ  管 理 施 設 の 修 繕 に つ い て は ， １ 件 に つ き 1,300,000 円 （ 消  

 費 税 相 当 額 及 び 地 方 消 費 税 相 当 額 を 含 む ） 以 上 の も の に つ い  

 て は 市 が 負 担 し ， １ 件 に つ き 1,300,000 円 （ 消 費 税 相 当 額 及  

 び 地 方 消 費 税 相 当 額 を 含 む ） 未 満 の も の に つ い て は 指 定 管 理  

 者 が 負 担 す る も の と す る 。  

キ  利 益 の 還 元 に つ い て は ， 各 会 計 年 度 の 指 定 管 理 料 及 び 利 用  

 料 金 等 の 収 入 の 総 額（ 以 下「 収 入 額 」と い う 。）が 当 該 会 計 年  

 度 の 管 理 業 務 等 に 要 し た 費 用 の 総 額（ 以 下「 支 出 額 」と い う 。） 

 を 超 え た と き は ， 収 入 額 か ら 支 出 額 を 控 除 し て 得 た 額 の ２ 分  

 の １ に 相 当 す る 額 を ， 市 に 納 付 す る こ と と す る 。  
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 (4) 利 用 者 数 及 び 料 金 収 入 の 状 況  

   平 成 ２ ５ 年 度 は ， 利 用 者 数 及 び 料 金 収 入 と も 前 年 度 よ り 減 少  

し て い る 。 こ れ は ， 平 成 ２ ５ 年 １ ２ 月 か ら 平 成 ２ ６ 年 １ 月 に 掛  

け て プ ー ル を 休 館 し ， 塗 装 等 の リ ニ ュ ー ア ル 工 事 を 実 施 し た こ  

と に よ る 影 響 が 大 き い 。  

 ま た 平 成 ２ ３ 年 度 と 比 べ る と ， 利 用 者 数 は 増 加 （ 1,083 人 ）  

し て い る が ， 料 金 収 入 は 減 少 （ △ 356,110 円 ） し て お り ， 利 用  

者 数 の 増 加 が 料 金 収 入 の 増 加 に つ な が っ て い な い 。  

 

              (単 位  利 用 者 数：人 ，料 金 収 入：円 ） 

 １ 年 目  ２ 年 目  ３ 年 目  

23 年 度  24 年 度  前 年 度 比 25 年 度  前 年 度 比

利 用 者 数  335,342 347,139 3.5% 336,425 △ 3.1%

料 金 収 入  94,918,520 97,741,145 3.0% 94,562,410 △ 3.3%

※ 前 年 度 比 は ， 小 数 点 第 ２ 位 を 四 捨 五 入 し て い る 。   

  

 (5) 収 入 及 び 支 出 の 状 況  

ア  収 入 の 部  

  平 成 ２ ５ 年 度 は ， 指 定 管 理 者 教 室 賃 借 料 を 除 き ， い ず れ の  

 科 目 も 前 年 度 よ り 減 少 し て い る 。 た だ し ， 指 定 管 理 者 教 室 賃   

 借 料 と い う の は ， 指 定 管 理 者 が 教 室 を 開 催 す る 際 に ， 教 室 開  

 催 者 と し て の 指 定 管 理 者 が 施 設 管 理 者 と し て の 指 定 管 理 者 に  

 支 払 う 料 金 で あ る た め ， 収 支 に は 影 響 し な い 。  

  利 用 料 収 入 の 内 訳 を 見 る と ， 回 数 券 及 び 団 体 使 用 者 は 増 加  

 し て い る が ， 利 用 料 収 入 の 大 半 を 占 め る 一 般 施 設 利 用 料 及 び  

 定 期 券 は 減 少 し て お り ， 特 に 一 般 施 設 利 用 料 は 平 成 ２ ３ 年 度  

 と の 比 較 で も 減 少 し て い る 。  
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                   （ 金 額 の 単 位：千 円 ） 

 
科 目  

１ 年 目  ２ 年 目  ３ 年 目  

23 年 度 24 年 度 前 年 度 比 25 年 度  前 年 度 比

１  利 用 料 収 入  94,919 97,741 3.0% 94,562 △ 3.3%

一 般 施 設 利 用 料  57,585 57,833 0.4% 55,611 △ 3.8%

定 期 券  33,433 36,186 8.2% 34,857 △ 3.7%

回 数 券  1,262 1,195 △ 5.3% 1,495 25.1%

団 体 使 用 者  2,674 2,527 △ 5.5% 2,599 2.9%

団 体 返 金  △ 35 0 - 0 -

２  運 営 収 入（ 教 室 等 ） 35,032 37,838 8.0% 36,983 △ 2.3%

３  物 販 等（ そ の 他 ） 11,009 10,618 △ 3.6% 9,707 △ 8.6%

４  自 動 販 売 機  5,578 5,674 1.7% 5,640 △ 0.6%

５  指 定 管 理 者  

教 室 賃 借 料  
6,000 6,060 1.0% 6,121 1.0%

６  指 定 管 理 料  69,835 69,926 0.1% 67,130 △ 4.0%

収 入 合 計  222,372 227,857 2.5% 220,143 △ 3.4%

※ 金 額 は ， 千 円 未 満 を 四 捨 五 入 し て い る た め ， 合 計 額 が 一 致 し な い  

 場 合 が あ る 。 前 年 度 比 は ， 小 数 点 第 ２ 位 を 四 捨 五 入 し て い る 。  

 

イ  支 出 の 部  

  平 成 ２ ５ 年 度 の 支 出 は ， 前 年 度 と 比 較 し て 若 干 の 増 加 に と  

 ど ま っ て い る 。 増 加 の 主 な 要 因 は 光 熱 水 費 （ 5,007 千 円 増 ）  

 で あ り 電 気 料 金 （ 2,855 千 円 増 ） の 影 響 が 大 き い 。 こ れ は 電  

 気 料 金 単 価 の 上 昇 と 燃 料 費 調 整 額 の 増 加 が 原 因 で あ る が ， 節  

 電 に よ る 使 用 量 の 削 減 で 支 出 額 の 抑 制 を 図 っ て い る 。  

  一 方 ， 機 器 等 借 上 費 （ △ 4,647 千 円 ） が 大 幅 に 減 少 し て い  

 る 。 こ れ は 再 リ ー ス の 活 用 や ， 既 存 の リ ー ス 契 約 の 見 直 し に  

 よ り 支 出 額 の 節 減 に 努 め た 成 果 で あ る 。  
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                   （ 金 額 の 単 位：千 円 ） 

 
科 目  

１ 年 目  ２ 年 目  ３ 年 目  

23 年 度  24 年 度 前 年 度 比 25 年 度  前 年 度 比

１  人 件 費  96,000 97,240 1.3% 98,361 1.2%

２  光 熱 水 費  52,453 52,447 △ 0.0% 57,454 9.6%

電 気  21,671 24,135 11.4% 26,990 11.8%

ガ ス  21,581 3,245 △ 85.0% 5,987 84.5%

上 下 水 道  27,115 25,068 △ 7.6% 24,477 △ 2.4%

戻 入 金  △ 17,914 0 - 0 -

３  機 器 保 守 点 検 費  23,936 23,936 0.0% 23,936 0.0%

４  清 掃 業 務 費  15,789 15,318 △ 3.0% 15,381 0.4%

清 掃 業 務  14,977 14,000 △ 6.5% 14,000 0.0%

植 栽 業 務  500 1,008 101.6% 1,029 2.1%

廃 棄 物 処 理 業

務  

312 310 △ 0.6% 352 13.6%

５  保 険 料 金  2,729 1,327 △ 51.4% 890 △ 32.9%

６  機 器 等 借 上 費 11,108 11,485 3.4% 6,838 △ 40.5%

７  消 耗 品 費  2,652 1,941 △ 26.8% 2,334 20.3%

８  修 繕 費  5,223 6,347 21.5% 6,609 4.1%

９  公 租 公 課  3,540 3,498 △ 1.2% 3,498 0.0%

1 0  そ の 他  14,601 14,344 △ 1.8% 14,078 △ 1.9%

広 告 費 等  765 435 △ 43.1% 796 83.0%

通 信 費  764 692 △ 9.4% 674 △ 2.6%

備 品・事 務 用 品 費  1,023 1,456 42.3% 0 皆 減

行 政 財 産 使 用

料  

87 90 3.5% 75 △ 16.7%

指 定 管 理 者  

教 室 賃 借 料  
6,000 6,060 1.0% 6,121 1.0%

物 販 仕 入  5,963 5,611 △ 5.9% 6,412 14.3%

支 出 合 計  228,031 227,882 △ 0.1% 229,379 0.7%

※ 金 額 は ， 千 円 未 満 を 四 捨 五 入 し て い る た め ， 合 計 額 が 一 致 し な い  

 場 合 が あ る 。 前 年 度 比 は ， 小 数 点 第 ２ 位 を 四 捨 五 入 し て い る 。  
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  ウ  収 支 の 部  

  平 成 ２ ５ 年 度 の 事 業 収 支 は ， 前 年 度 と 比 べ て 収 入 が 減 少  

 （ △ 7,714 千 円 ） し た 一 方 ， 支 出 が 増 加 （ 1,497 千 円 ） し た  

 た め ， ３ 年 連 続 の 赤 字 か つ 赤 字 幅 も 拡 大 し た 。  

  収 入 の 減 少 は 利 用 者 数 の 減 少 ， 支 出 の 増 加 は 光 熱 水 費 の 増  

 加 が 主 な 要 因 で あ る 。 利 用 者 数 に つ い て は ， 年 齢 層 に 沿 っ た  

 教 室 の 開 催 や 新 規 利 用 者 の 獲 得 ， 光 熱 水 費 に つ い て は 使 用 量  

 の 削 減 に 努 め て い る が ， 赤 字 体 質 の 改 善 に は 至 っ て い な い 状  

 況 が 続 い て い る 。  

 

                   （ 金 額 の 単 位：千 円 ） 

 １ 年 目  ２ 年 目  ３ 年 目  

23 年 度  24 年 度  前 年 度 比 25 年 度  前 年 度 比  

収 入 合 計  222,372 227,857 2.5% 220,143 △ 3.4%

支 出 合 計  228,031 227,882 △ 0.1% 229,379 0.7%

事 業 収 支  △ 5,659 △ 25 99.5% △ 9,237 △ 36,163.2%

※ 金 額 は ， 千 円 未 満 を 四 捨 五 入 し て い る 。 前 年 度 比 は ， 小 数 点 第 ２  

 位 を 四 捨 五 入 し て い る 。  

 

 (6) 行 政 財 産 目 的 外 使 用 の 状 況  

   行 政 財 産 の 目 的 外 使 用 に つ い て は ， 自 動 販 売 機 の 設 置 な ど 特  

定 の 事 業 に つ い て あ ら か じ め 市 の 承 認 を 得 た 場 合 に 限 り ， 実 施  

す る こ と が で き る と さ れ て い る 。  

 設 置 に 際 し て は 設 置 管 理 等 許 可 を 受 け る と と も に ， 都 市 公 園  

条 例 第 １ ６ 条 第 １ 項 及 び 別 表 第 ４ に 基 づ き 使 用 料 （ １ 平 方 メ ー  

ト ル に つ き １ 月 １ ０ ０ 円 ） を 市 に 納 付 し な け れ ば な ら な い 。  

 ま た フ リ ー マ ー ケ ッ ト の 出 店 に お い て は ， 同 条 例 第 ８ 条 第 １  

項 の 規 定 に よ り 許 可 を 受 け る と と も に ， 別 表 第 ４ に 基 づ き 使 用  

料 （ １ 平 方 メ ー ト ル に つ き １ 日 ５ ０ 円 ） を 市 に 納 付 し な け れ ば  

な ら な い 。  

 過 去 ３ 年 間 の 状 況 は ， 次 の と お り で あ る 。  
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使 用 内 容  
１ 年 目  ２ 年 目  ３ 年 目  

23 年 度  24 年 度  25 年 度  

売 店 設 置  
1 店 1 店  1 店

7,200 円 7,200 円  7,200 円

自 動 販 売 機 設 置  
19 台 19 台  19 台

22,800 円 22,800 円  22,800 円

マ ッ サ ー ジ チ ェ ア

設 置  

16 台 16 台  16 台

16,800 円 16,800 円  16,800 円

マ ッ サ ー ジ 店 設 置  
1 店 1 店  1 店

4,800 円 4,800 円  4,800 円

フ リ ー マ ー ケ ッ ト  

出 店 料  

168 店 185 店  113 店

35,280 円 38,850 円  23,730 円

市 へ の 使 用 料  

納 付 額  合 計  
86,880 円 90,450 円  75,330 円

 ※ 各 使 用 内 容 の 上 段 は 設 置 台 数 等 ， 下 段 は 市 へ の 使 用 料 納 付 額 を  

表 す 。  

 (7) 業 務 の 再 委 託 の 状 況 （ 平 成 ２ ５ 年 度 ）  

   指 定 管 理 者 が 行 う 業 務 の う ち ， 清 掃 や 警 備 な ど 特 定 の 業 務 に  

つ い て は ， あ ら か じ め 市 の 承 認 を 得 た 場 合 に 限 り ， 第 三 者 に 再  

委 託 す る こ と が で き る と さ れ て い る 。 そ の 場 合 に は ， 再 委 託 を  

行 う 旨 を 事 業 計 画 書 に 明 記 す る と と も に ， 適 正 な 業 者 選 定 を 行  

う こ と を 求 め て い る 。  

 平 成 ２ ５ 年 度 に お け る 再 委 託 の 主 な 状 況 は ， 次 の と お り で あ  

る 。  
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主 な 再 委 託 業 務 の 内 容  再 委 託 先  選 定 方 法  

消 防 ・ 防 災 設 備  ㈲ ザ オ ー 消 防 設 備   市 内 事 業 者 へ の 再 委 託

を 念 頭 に 置 き つ つ ，指 定 管

理 者 に 登 録 し て い る 事 業

者 の 中 か ら ，業 務 遂 行 能 力

を 見 極 め て 選 定 し て い る 。

機 械 警 備 ・ 機 械 監 視  綜 合 警 備 保 障 ㈱  

日 常 ・ 定 期 清 掃  千 葉 ビ ル 代 行 ㈱  

乗 用 エ レ ベ ー タ 設 備  東 芝 エ レ ベ ー タ ㈱  

吸 収 式 冷 温 水 発 生 機  荏 原 冷 熱 シ ス テ ム ㈱

  

 (8) 各 種 プ ロ グ ラ ム の 実 施 状 況 （ 平 成 ２ ５ 年 度 分 ）  

   指 定 管 理 者 が 行 う 業 務 と し て ，  

貸 切 り で の 使 用 が 可 能 な 施 設 に お  

い て ， 利 用 者 が よ り ス ポ ー ツ に 親  

し み ， 健 康 増 進 を 図 る こ と が で き  

る 各 種 プ ロ グ ラ ム （ 義 務 的 プ ロ グ  

ラ ム ） を 実 施 し な け れ ば な ら な い  

と と も に ， 独 自 の 発 想 に 基 づ く 各  

種 プ ロ グ ラ ム（ 裁 量 的 プ ロ グ ラ ム ） 

を 実 施 す る こ と が で き る と さ れ て い る 。  

   平 成 ２ ５ 年 度 に お け る 義 務 的 プ ロ グ ラ ム 及 び 裁 量 的 プ ロ グ ラ  

ム の 実 施 状 況 は ， 次 の と お り で あ る 。  

 

 実 施 場 所  実 施 回 数  延 べ 参 加 人 数  

義 務 的  

プ ロ グ ラ ム  

多 目 的 ホ ー ル １ ３ ８ 回 ４ ， ０ １ ３ 人

プ ー ル  ２ ４ ３ 回 ３ ， ２ ８ ０ 人

裁 量 的  

プ ロ グ ラ ム  

多 目 的 ホ ー ル １ ， ７ ０ ２ 回 ２ ６ ，４ ３ ３ 人

プ ー ル  １ ， ３ １ ３ 回 ２ ５ ，１ ２ ８ 人

  

 (9) 宣 伝 広 報 の 実 施 状 況 （ 平 成 ２ ５ 年 度 ）  

   指 定 管 理 者 は ， リ フ レ ッ シ ュ プ ラ ザ 柏 の 効 用 を 最 大 限 発 揮 す  

る た め ， 利 用 促 進 に 努 め る こ と と し ， 施 設 や イ ベ ン ト の Ｐ Ｒ 及  

び 情 報 提 供 の た め 宣 伝 広 報 を 実 施 す る こ と と さ れ て い る 。  

 平 成 ２ ５ 年 度 に お け る 宣 伝 広 報 の 実 施 状 況 は ， 次 の と お り で  

あ る 。  
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宣 伝 広 報 媒 体  主 な 宣 伝 広 報 内 容  実 施 回 数

ホ ー ム ペ ー ジ  施 設 利 用 案 内 ，教 室 開 催 案 内  ３ ６ 回

パ ン フ レ ッ ト  施 設 及 び 料 金 紹 介（ 新 規 利 用

者 等 向 け ）  
２ ０ 回

行 政 広 報  臨 時 休 館・開 館 の お 知 ら せ 等  ２ 回

情 報 紙  臨 時 休 館・開 館 ，新 規 教 室 開

講 の お 知 ら せ ，割 引 券 の 添 付  
３ 回

新 規 住 宅 住 民 地

域 紹 介 紙  

施 設 紹 介 等  
１ 回

電 柱  施 設 名 称 の 掲 示  １ ０ 本

  

 (10) 地 域 住 民 及 び 障 害 者 の 雇 用 状 況  

    リ フ レ ッ シ ュ プ ラ ザ 柏 の 管 理 運 営 業 務 を 行 う た め の 人 員 配  

   置 に お い て ， 地 域 住 民 及 び 障 害 者 の 雇 用 に 配 慮 す る こ と を ，  

   「 柏 リ フ レ ッ シ ュ 公 園 リ フ レ ッ シ ュ プ ラ ザ 柏 管 理 運 営 業 務 仕  

   様 書 」（ 以 下 「 仕 様 書 」 と い う 。） に 規 定 し て い る 。  

    平 成 ２ ６ 年 ３ 月 ３ １ 日 時 点 に お け る 雇 用 状 況 を 確 認 し た と  

   こ ろ ， 地 域 住 民 は ３ ６ 人 が 在 籍 す る 一 方 ， 障 害 者 は ０ 人 で あ  

   っ た 。  

    障 害 者 雇 用 に つ い て は ， 平 成 ２ ４ 年 度 に ア ル バ イ ト と し て  

   １ 名 在 籍 し て い た こ と が あ っ た が ， 教 育 指 導 に 時 間 と 労 力 を  

   要 す る こ と ， 専 従 の 指 導 職 員 を 配 置 す る 必 要 が あ る こ と か ら  

   現 状 は 厳 し い 状 況 で は あ る が ， 障 害 者 雇 用 の 重 要 性 は 認 識 し  

   て い る と の こ と で あ る 。  

 (11) 指 定 管 理 料 の 支 払 及 び 利 益 還 元 の 状 況  

    指 定 管 理 者 は ， 各 会 計 年 度 の 指 定 管 理 料 及 び 利 用 料 金 の 収  

   入 並 び に 自 主 事 業 に よ る 収 入 の 総 額（ 以 下「 収 入 額 」と い う 。） 

 が ， 当 該 会 計 年 度 の 管 理 業 務 及 び 自 主 事 業 に 要 し た 費 用 の 総  

 額 （ 以 下 「 支 出 額 」 と い う 。）を 超 え た と き は ，収 入 額 か ら 支  

 出 額 を 控 除 し て 得 た 額 の ２ 分 の １ に 相 当 す る 額 を 市 に 納 付 し  

 な け れ ば な ら な い と さ れ て い る 。  

  過 去 ３ 年 間 の 状 況 を 見 る と ， い ず れ の 年 度 も 収 入 額 が 支 出  
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 額 を 超 え て い な い た め ， 市 へ の 利 益 還 元 は 行 わ れ て い な い 。  

     １ 年 目  ２ 年 目  ３ 年 目  

23 年 度  24 年 度  25 年 度  

指 定 管 理 料  69,835,000 円 69,926,000 円 67,130,000 円

利

益

の

還

元 

収 入 額  222,371,764 円 227,856,628 円 220,142,532 円

支 出 額  228,030,644 円 227,882,099 円 229,379,119 円

収 支 額  △ 5,658,880 円 △ 25,471 円 △ 9,236,587 円

利  益  

還 元 額  
0 円 0 円 0 円

  

 (12) 指 導 監 督 及 び 連 絡 調 整 の 状 況   

    市 に よ る 適 切 な 指 導 監 督 の 実 施 及 び 連 絡 調 整 に よ る 施 設 の  

   円 滑 な 運 営 を 図 る た め ， 指 定 管 理 者 は 計 画 書 や 報 告 書 を 一 定  

   の 期 日 ま で に 市 に 提 出 し ， 報 告 書 の 種 類 に よ っ て は 市 の 承 認  

   や 確 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

    主 な 計 画 書 や 報 告 書 の 提 出 期 限 は ， 以 下 の と お り で あ る 。  

 ア  事 業 計 画 書  

   当 該 会 計 年 度 の 開 始 日 の １ か 月 前 の 日 ま で （ 平 成 ２ ３ 年  

  度 の 事 業 計 画 書 に あ っ て は ， 基 本 協 定 書 の 締 結 の 日 ）  

 イ  月 次 事 業 報 告 書   

   当 該 月 の 翌 月 の １ ５ 日 ま で  

 ウ  年 次 事 業 報 告 書  

   毎 年 度 終 了 後 ６ ０ 日 以 内  

 エ  財 務 状 況 書 類  

   指 定 管 理 者 の ， そ の 団 体 と し て の 会 計 年 度 終 了 後 ６ ０ 日  

  以 内  

   過 去 ３ 年 間 の 提 出 状 況 を 見 る と ， 月 次 報 告 書 の 提 出 に 遅  

  延 は な か っ た が ， 事 業 計 画 書 ， 年 次 事 業 報 告 書 及 び 財 務 状  

  況 書 類 で は 遅 延 が 発 生 し て お り ， 特 に 財 務 状 況 書 類 の 遅 延  

  度 合 い が 著 し い 。  

   ま た 各 種 書 類 の 提 出 日 に つ い て も ， 指 定 管 理 者 が 保 管 す  

  る 書 類 を 調 査 し た と こ ろ ， 代 表 者 印 を 押 印 し た 書 類 （ 指 定  



 

 14

  管 理 者 が 保 管 す る コ ピ ー ） の 日 付 欄 が 記 入 さ れ て い な い こ  

  と ， 提 出 期 限 よ り も 後 の 日 付 で 代 表 者 印 の 押 印 手 続 き を 行  

  っ た こ と を 示 す 社 内 文 書 が あ っ た 。 こ の た め ， 市 及 び 指 定  

  管 理 者 か ら 提 出 さ れ た 監 査 資 料 に お い て 「 提 出 期 限 の 遅 延  

  な し 」 と 報 告 さ れ た 書 類 に つ い て も ， 実 態 と し て は 疑 義 が  

  残 る 。  

 １ 年 目  ２ 年 目  ３ 年 目  

23 年 度  24 年 度  25 年 度  

事 業 計 画

書 の 提 出  

23 年  3 月 31 日 24 年 3 月 30 日 25 年 3 月 1 日  

遅 延 あ り  遅 延 あ り  遅 延 な し  

月 次 報 告

書 の 提 出  
遅 延 な し  遅 延 な し  遅 延 な し  

年 次 報 告

書 の 提 出  

24 年  5 月 31 日 25 年 5 月 24 日 26 年 5 月 16 日  

遅 延 あ り  遅 延 な し  遅 延 な し  

財 務 状 況 書

類 の 提 出  

24 年 12 月 20 日 26 年 2 月 7 日  26 年 7 月 17 日  

遅 延 あ り  遅 延 あ り  遅 延 あ り  

立 入 り 検 査  ０ 回  ０ 回  ０ 回  

是 正 勧 告  ０ 回  ０ 回  ０ 回  

 【 例 ： 平 成 ２ ６ 年 度 事 業 計 画 書 】  

提 出 期 限 は 平 成 ２ ６ 年 ３ 月 １ 日 だ が ， 指 定 管 理 者 が 保 管 す る コ  

 ピ ー の 日 付 欄 は 空 欄 に な っ て い る 。 一 方 指 定 管 理 者 の 書 類 に は ，  

 平 成 ２ ６ 年 ３ 月 ２ ０ 日 以 降 に 処 理 さ れ た こ と が 記 さ れ て い る 。  

   （ 事 業 計 画 書 ： コ ピ ー ）    （ 指 定 管 理 者 の 手 続 書 類 ）  
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７  監 査 の 結 果  

監 査 の 結 果 ，特 に 次 の 事 項 に つ い て は ，「 監 査 の 結 果 等 の 取 扱 い  

 要 領 」に 定 め る 指 摘 事 項 又 は 注 意 事 項 に 該 当 す る も の と 判 断 し た 。 

ま た ， 指 摘 事 項 又 は 注 意 事 項 と す る ほ ど の 背 違 で は な い ， 口 頭  

 指 導 事 項 に つ い て は ， 監 査 実 施 中 に 口 頭 に よ り 注 意 ， 指 導 し た 。  

 (1) 指 摘 事 項  

  ア  財 務 状 況 書 類 の 提 出 遅 延 に つ い て  

    管 理 運 営 業 務 を 継 続 的 に 実 施 す る 財 務 基 盤 を 維 持 し て い る  

   か ど う か を 市 が 確 認 す る た め ， 指 定 管 理 者 を 構 成 す る 団 体 の  

   会 計 年 度 終 了 後 ６ ０ 日 以 内 に 財 務 諸 表 等 を 市 に 提 出 す る こ と  

   が ， 仕 様 書 １ ５ （ ２ ） に 記 載 さ れ て い る 。  

    指 定 管 理 者 は ２ 者 に よ る 共 同 企 業 体 で 構 成 さ れ て お り ， ２  

   者 と も 会 計 年 度 終 了 日 は ３ 月 ３ １ 日 で あ る こ と か ら ， 提 出 期  

   限 は ５ 月 ３ ０ 日 と な る が ， 各 年 度 に お け る 実 際 の 提 出 状 況 は  

   次 の と お り で あ る 。  

 平 成 23 年 度 分 平 成 24 年 度 分 平 成 25 年 度 分

提 出 期 限  24 年 5 月 30 日 25 年 5 月 30 日 26 年 5 月 30 日  

提 出 日  2 4 年 12 月 20 日 26 年 2 月 7 日  26 年 7 月 17 日  

    い ず れ の 年 度 分 も 提 出 期 限 を 大 幅 に 超 過 し て 提 出 さ れ て い  

   る た め 市 に 説 明 を 求 め た と こ ろ ，「 ６ 月 下 旬 に 開 催 さ れ る 各 者  

   の 株 主 総 会 で 決 算 承 認 を 受 け て か ら 提 出 が 可 能 に な る 」 と の  

   回 答 を 指 定 管 理 者 か ら 受 け た と の こ と で あ っ た 。 し か し ， そ  

   う し た 事 情 を 勘 案 し て も ， こ の よ う な 状 況 で は 指 定 管 理 者 の  

   財 務 状 況 を 適 時 適 切 に 把 握 す る こ と が で き ず ， 継 続 的 な 施 設  

   の 管 理 運 営 に 支 障 を 来 た す 事 態 も 懸 念 さ れ る 。 市 は ， 指 定 管  

   理 者 に 対 し ， 各 年 度 の 遅 延 事 由 書 の 提 出 を 求 め ， 大 幅 な 遅 延  

   が 発 生 し た 理 由 を 明 ら か に さ せ る と と も に ， 適 切 な 対 応 を 取  

   ら れ た い 。  

  イ  実 額 に 基 づ く 収 支 報 告 書 の 作 成 に つ い て  

   指 定 管 理 者 は ，毎 年 度 終 了 後 ６ ０ 日 以 内 に 地 方 自 治 法 第 ２  

 ４ ４ 条 の ２ 第 ７ 項 に 規 定 す る 事 業 報 告 書 を 市 に 提 出 し な け れ  

 ば な ら な い 旨 が ，「 公 の 施 設 に 係 る 指 定 管 理 者 の 指 定 手 続 等 に  

   関 す る 条 例 」 第 ８ 条 に 規 定 さ れ て い る 。  
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  提 出 さ れ た 各 年 度 の 事 業 報 告 書 の う ち ， 収 支 報 告 書 を 調 査  

 し た と こ ろ ， 人 件 費 の 金 額 に つ い て ， 実 額 で は な く 共 同 企 業  

 体 の 中 で 取 り 決 め た 金 額 を 計 上 し て い る こ と が 判 明 し た 。  

  収 支 報 告 書 は ， あ く ま で も 共 同 企 業 体 と し て の 会 計 情 報 を  

 報 告 す る べ き で あ り ， 人 件 費 の 支 出 内 訳 に つ い て も ， よ り 詳  

 細 に 記 載 す る 必 要 が あ る 。 し た が っ て ， 当 該 収 支 報 告 書 は リ  

 フ レ ッ シ ュ プ ラ ザ 柏 の 収 支 を 正 確 に 報 告 し た も の と 認 め る こ  

 と は で き な い 。  

  ま た ， こ れ ら の 数 値 は ， 基 本 協 定 書 第 ９ 条 に 規 定 す る 指 定  

 管 理 料 の 算 出 金 額 や ， 同 第 １ ４ 条 に 規 定 す る 利 益 の 還 元 （ 収  

 入 額 か ら 支 出 額 を 控 除 し て 得 た 額 の ２ 分 の １ に 相 当 す る 額 の  

 金 銭 を 市 に 納 付 し な け れ ば な ら な い ） の 算 出 根 拠 と も な る も  

 の で あ り ， そ の 金 額 に 影 響 を 与 え る 可 能 性 も 否 定 で き な い 。  

  市 は ， 指 定 管 理 者 に 対 し ， 今 後 は 実 額 に 基 づ く 正 確 か つ 詳  

 細 な 支 出 内 訳 を 記 載 し た 収 支 報 告 書 を 作 成 す る よ う に 命 じ ，  

 リ フ レ ッ シ ュ プ ラ ザ 柏 の 収 支 の 実 態 を 把 握 す る よ う に さ れ た  

 い 。   

   ウ  事 業 計 画 書 の 承 認 漏 れ に つ い て  

    指 定 管 理 者 は ， 毎 年 度 事 業 計 画 書 を 市 に 提 出 し 承 認 を 受 け  

     る こ と が ，「 柏 リ フ レ ッ シ ュ 公 園 リ フ レ ッ シ ュ プ ラ ザ 柏 の 管 理  

   に 関 す る 基 本 協 定 書 」（ 以 下 「 基 本 協 定 書 」 と い う 。） 第 １ ８  

   条 に 規 定 さ れ て い る 。  

    こ の 規 定 に よ り ， 指 定 管 理 者 か ら 平 成 ２ ５ 年 度 の 事 業 計 画  

   書 が 平 成 ２ ５ 年 ３ 月 １ 日 付 け で 市 に 提 出 さ れ て い た が ， 市 が  

   承 認 事 務 を 行 っ て い な か っ た た め ， 承 認 し た 旨 を 記 し た 書 面  

   が 発 出 さ れ て い な か っ た 。 ま た ， 指 定 管 理 者 に お い て も ， 承  

   認 の 可 否 を 確 認 し な い ま ま 事 業 を 実 施 し て い た 。  

    こ の こ と は 基 本 協 定 書 に 反 し て い る の で ， 今 後 は 適 切 な 事  

   務 処 理 を 行 わ れ た い 。  

  エ  業 務 再 委 託 の 承 認 漏 れ に つ い て  

    指 定 管 理 者 が 行 う 業 務 を 第 三 者 に 委 託 す る こ と は ， 仕 様 書  

   ６ （ ３ ） に お い て 禁 止 さ れ て い る 。 た だ し ， あ ら か じ め 事 業  

   計 画 書 に 明 記 し 市 の 承 認 を 得 た 場 合 に 限 り ， 清 掃 ・ 警 備 ・ 保  
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   守 点 検 等 の 個 別 業 務 等 に つ い て は 再 委 託 す る こ と が で き る と  

   さ れ て い る 。  

    こ の こ と に つ い て ， 現 状 が ど う な っ て い る か 調 査 し た と こ  

   ろ ， 指 定 管 理 者 が 行 う べ き 業 務 の う ち ， 各 種 設 備 の 保 守 点 検  

   を 中 心 と し て ２ １ 者 に 再 委 託 し て い る こ と が 判 明 し た 。 し か  

   し ， 平 成 ２ ５ 年 度 の 事 業 計 画 書 に は こ れ ら の 業 務 再 委 託 に つ  

   い て の 記 載 は 全 く な く ， 市 も そ の 実 態 を 把 握 し て い な が ら ，  

   何 ら 承 認 も 指 示 も 行 っ て い な か っ た 。  

    こ の こ と は 仕 様 書 に 反 し て い る の で ，早 急 に 是 正 さ れ た い 。 

  オ  立 入 り 検 査 の 未 実 施 に つ い て  

    施 設 の 適 切 な 管 理 運 営 を 図 る た め ， 仕 様 書 １ ９ （ ２ ） に お  

   い て 市 は 指 定 管 理 者 の 管 理 及 び 事 業 の 運 営 ， 物 品 ， 各 種 帳 簿  

   等 に つ い て 立 入 り 検 査 を 実 施 す る と さ れ て い る 。  

    し か し ， 市 は 指 定 管 理 者 が 毎 月 実 施 す る 定 例 会 に 出 席 し 報  

   告 を 受 け て い る と し て ， こ れ ま で 一 度 も 立 入 り 検 査 を 実 施 し  

   て い な い 。  

    こ の こ と は 仕 様 書 に 反 し て い る の で ， 今 後 は 確 実 に 実 施 さ  

   れ た い 。      

 (2) 注 意 事 項  

  ア  経 営 改 善 へ の 努 力 に つ い て  

    平 成 ２ ０ 年 度 の 行 政 監 査 に お い て 「 経 営 努 力 が 認 め ら れ る  

   が ， 依 然 と し て 支 出 が 収 入 を 上 回 っ て い る 。 今 後 ， さ ら に 経  

   営 の 改 善 に 努 め る よ う 指 導 さ れ た い 」 と の 意 見 を 付 し た と こ  

   ろ で あ る が ， 収 支 報 告 書 の 上 で は ， そ の 後 も 支 出 が 収 入 を 上  

   回 る 状 況 が 続 い て い る の で ， 市 と 指 定 管 理 者 は 真 摯 な 協 議 を  

   行 い ， 経 営 の 改 善 を 図 ら れ た い 。      

  イ  民 業 圧 迫 の 回 避 に つ い て  

    指 定 管 理 者 が 収 入 増 加 の た め に 多 様 な プ ロ グ ラ ム を 開 講 し  

   て い る こ と は 評 価 で き る が ， 同 種 の 民 間 施 設 が 近 接 し て い る  

   こ と か ら ， 新 た な プ ロ グ ラ ム を 開 講 す る 場 合 は ， 市 と と も に  

   こ れ ら 民 間 施 設 と 事 前 に 協 議 を 行 う な ど ， 民 業 を 圧 迫 す る こ  

   と の な い よ う ， 意 を 用 い ら れ た い 。  
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  ウ  再 委 託 先 の 選 定 に つ い て  

    仕 様 書 ６ （ ３ ） に お い て ， 清 掃 ・ 警 備 ・ 保 守 点 検 等 の 個 別  

   業 務 等 を 第 三 者 に 再 委 託 す る 場 合 に は 適 正 な 業 者 選 定 を 行 う  

   も の と さ れ て い る が ， 実 際 に は 指 定 管 理 者 に 登 録 し て い る 業  

   者 の 中 か ら 緊 急 事 態 に 対 応 で き る 等 ， 質 の 高 い 者 を 選 定 し て  

   い た 。  

  今 後 ， 指 定 管 理 者 は 複 数 の 業 者 間 で 見 積 り 合 わ せ を 行 う な  

 ど 競 争 性 を 確 保 す る と と も に ，市 は 指 導 監 督 に 努 め ら れ た い 。     

  エ  プ ー ル 監 視 員 の 増 員 に つ い て  

    プ ー ル 利 用 者 に 対 す る 監 視 業 務 は ， 仕 様 書 １ ０ （ ３ ） イ に  

   定 め ら れ た と お り 遠 方 監 視 シ ス テ ム と 人 的 対 応 を 併 用 し て い  

   る が ， 幼 児 や 高 齢 者 が 多 く 利 用 す る 際 に は 監 視 員 の 増 員 を 図  

   る な ど ， 特 段 の 配 慮 を 検 討 さ れ た い 。  

    ま た ， 市 は 十 分 な 配 置 が さ れ て い る か ど う か 事 前 予 告 な し  

   に 状 況 を 確 認 す る な ど ， 実 効 性 あ る チ ェ ッ ク 体 制 を 構 築 さ れ  

   た い 。      

  オ  指 定 管 理 者 が 定 め る 利 用 料 金 の 承 認 事 務 に つ い て  

    指 定 管 理 者 が 利 用 料 金 を 定 め る 場 合 ， 市 の 承 認 を 得 る こ と  

   が 都 市 公 園 条 例 第 ３ １ 条 第 ３ 項 に 規 定 さ れ て い る 。 指 定 管 理  

   者 が 定 め た 現 在 の 利 用 料 金 は ， 前 回 の 指 定 管 理 期 間 （ 平 成 １  

   ８ 年 度 ～ ２ ２ 年 度 ） と 同 額 で あ っ た こ と を 理 由 に ， 市 は 近 隣  

   市 の 状 況 や 経 済 環 境 の 変 化 の 調 査 を 省 く な ど ， 実 質 的 な 審 査  

   を 行 わ ず に 承 認 を し て い た 。こ の こ と は 妥 当 性 に 欠 け る の で ， 

   今 後 は 改 善 を 図 ら れ た い 。      

  カ  団 体 登 録 の 手 続 き に つ い て  

    優 先 的 に 施 設 の 使 用 許 可 を 受 け よ う と す る 団 体 は ， 都 市 公  

   園 条 例 第 ３ ４ 条 の ２ に 基 づ く 登 録 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

   登 録 の 有 効 期 間 は ３ 年 間 で あ る が ， 市 が 認 め る と き は 延 長 が  

   可 能 と な っ て い る 。  

    登 録 及 び 延 長 に 係 る 事 務 は 市 が 行 っ て い る が ， 延 長 に 係 る  

   事 務 の う ち ， 書 類 の 受 領 及 び 有 効 期 間 延 長 後 の 団 体 登 録 証 の  

   交 付 を 指 定 管 理 者 に も 行 わ せ て い る 。  

    こ の こ と は 利 便 性 に 配 慮 し た 取 扱 い で あ る と 理 解 す る も の  



 

 19

   で は あ る が ， 仕 様 書 に 記 載 し て い な い 業 務 を 指 定 管 理 者 に 担  

   わ せ る こ と は 不 適 切 で あ る の で ， 仕 様 書 又 は 年 度 ご と の 協 定  

   書 に 明 記 さ れ た い 。  

  キ  事 務 処 理 上 の 不 備 に つ い て  

    指 定 管 理 者 が 保 管 す る 帳 票 類 を 調 査 し た と こ ろ ， 再 委 託 先  

   と 締 結 し た 契 約 書 の 紛 失 ， 契 約 書 で の 鉛 筆 使 用 ， 経 理 責 任 者  

   の 決 裁 印 漏 れ ， 宛 名 や 日 付 が 空 欄 と な っ て い る 領 収 書 へ の 支  

   払 等 ， 事 務 処 理 上 の 不 備 が 散 見 さ れ た 。  

    指 定 管 理 者 は ， 仕 様 書 ２ （ ９ ） に 定 め ら れ た と お り 管 理 運  

   営 費 の 適 切 な 執 行 に 努 め る と と も に ， 市 は 定 期 的 な 検 査 を 実  

   施 し ， 誤 り が 発 見 さ れ た 場 合 は 改 善 の 指 示 を 徹 底 さ れ た い 。  

 

       （ 契 約 書 で の 鉛 筆 使 用 ）      （ 経 理 責 任 者 の 印 漏 れ ）   

  

 

 

 

 

 

 

 

    

    

   (領 収 証 ： 宛 名 記 入 も れ ）      （ 領 収 証 ： 日 付 記 入 も れ ）  
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